
平成２４年１・２月ごみ収集カレンダー ＊隔月発行です。
月 火 水 木 金 土・日 月 火 水 木 金 土・日

2 3 4 5 6 7・8 1 2 3 4・5
（月・木コース） 可燃物 （月・木コース） 可燃物
（火・金コース） 可燃物 （火・金コース） 可燃物

9（祝） 10 11 12 13 14・15 6 7 8 9 10 11（祝）・12
（月・木コース） 可燃物 可燃物 （月・木コース） 可燃物 可燃物
（火・金コース） 可燃物 可燃物 （火・金コース） 可燃物 可燃物

16 17 18 19 20 21・22 13 14 15 16 17 18・19
（月・木コース） 可燃物 可燃物 （月・木コース） 可燃物 可燃物
（火・金コース） 可燃物 可燃物 （火・金コース） 可燃物 可燃物

23 24 25 26 27 28・29 20 21 22 23 24 25・26
（月・木コース） 可燃物 可燃物 （月・木コース） 可燃物 可燃物
（火・金コース） 可燃物 可燃物 （火・金コース） 可燃物 可燃物

30 31 27 28 29 3/1 2 3・4
（月・木コース） 可燃物 （月・木コース） 可燃物 可燃物
（火・金コース） 可燃物 （火・金コース） 可燃物 可燃物

地　区

田   丸

有   田 　 集積場に設置される袋に乾電池だけを入れて下さい。
外城田

下外城田 　◎1月９日(祝）の月・木コースの可燃物は特別収集を行います。
《年始の収集初日》
◎菊狭間環境整備施設組合の年始収集(初日）について

　●カン・金属類　 1月 ４日（水）

　●プラスチック　 １月１０日（火） 菊狭間環境整備施設組合 TEL３７－０６７６　　　

　●可燃物（月・木コース）　１月５日（木）、（火・金コース）　１月６日（金） （有）いせ梅田　 　　　 　　　　    TEL２５－９７８０

　●粗大ごみ自宅収集 　 1月１６日（月） 伊勢広域環境組合清掃工場　　 TEL３７－１２１８　　　
　●ペットボトル　１月１２日（木） 玉城町役場生活福祉課　　　　  TEL５８－８２０３
　●資源ビン、ガラス・くずビン類、陶磁器類　 １１月１１日（水）
◎古紙・布類の回収について

◎古紙・布類の回収開始は、田丸・有田1月5日（木）、外城田・下外城田1月6日（金）です。

古　紙　・　布　類　

　◎２月２９日は乾電池の収集日です !!

集積場 集積場

リサイクル・ステーション リサイクル・ステーション

毎週木曜日

集積場 集積場

リサイクル・ステーション ペットボトル プラスチック リサイクル・ステーション

リサイクル・ステーション ペットボトル プラスチック リサイクル・ステーション プラスチック

集積場 集積場

ペットボトル

集積場

リサイクル・ステーション ペットボトルプラスチック
資源ビン

ガラス・くずビン類
陶磁器類

１月 ２月
集積場 集積場

リサイクル・ステーション リサイクル・ステーション

プラスチック

ペットボトル プラスチック

※年始は回収量が多い為、回収時間に遅れが出ることがあります。

REDUCE（減らす）　REUSE（再使用）　RECYCLE（再生利用）

ペットボトル プラスチック

プラスチック

美しい地球を守るために「循環型社会」をつくろう　!!

ペットボトルプラスチック

プラスチック

プラスチック
資源ビン

ガラス・くずビン類
陶磁器類

プラスチック

電池

カン・金属類

プラスチック

集積場

リサイクル・ステーション
資源ビン

ガラス・くずビン類
陶磁器類

ペットボトルプラスチック

カン・金属類

プラスチック

毎週金曜日

収　集　日

カン・金属類

カン・金属類

資源ビン
ガラス・くずビン類

陶磁器類

プラスチック



　　

平成２４年４月より鏡の分別が変わります！！

◎現在、ガラス・くずビン類として分別（※枠の外せないものは不燃物で排出）いただいています鏡ですが、平成２４年４月からは廃蛍光管類へ

出していただくことになります。

　 皆様には、これまで以上に分別にご負担をいただくこととなりますが、何卒ご協力くださいますようお願いいたします。

※取り扱いについての注意点

　①鏡は原則としてそのままの状態で回収します。枠、金具は付いたままでも構いません。

　②廃けい光管回収容器に入る大きさの鏡（50ｃｍ×80ｃｍ）とする。

　③廃けい光管回収容器入らない鏡は粗大ごみ、不燃物扱いとする。

◎ Ｈ24.3.28まで（改正前）
鏡（小） リサイクルステーションの　ガラス・くずビン類（※水色ツートンコンテナ）へ。

第２・４水曜日に回収。

枠の外せない鏡 集積場の　カン・金属類（※指定のカゴ）へ。

第１・３水曜日に回収。

◎ Ｈ24.4.2以降（改正後）
廃けい光管回収容器に入る大きさの鏡（50ｃｍ×80ｃｍまで）

役場・中央公民館・保健福祉会館に設置する廃けい光管回収容器へ。

第１・３・５月曜日に回収。

廃けい光管回収容器に入らない鏡

粗大ごみ・不燃物扱いとして回収


